
時 の 話 題 ～ 平成１８年度 第３６号（Ｈ１９.１.１５調査情報課）～ 

高齢者運転免許証の更新 
高齢者の運転免許保有数は年々増加しており、
高齢運転者による交通死亡事故が後を絶たない。
警察庁は「運転免許制度に関する懇談会」の提言
を受け、高齢運転者を対象に認知機能検査を導入
する方針を固めた。今後、平成１９年通常国会へ
道路交通法改正案を提出する予定である。 

１ 高齢運転者の現状 
（１）高齢者運転免許保有数の増加 
高齢化の進展に伴い６５歳以上の高齢者運転免許保有数は年々増加している。平成７年

の４７９万人から１７年には９７７万人と、１０年間で約２倍となっている。（図１）。 
図１ 高齢者運転免許保有数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）進まない免許返納 
平成１０年より免許の「返納制度」が開始されているが、６５歳以上の返納者は平成１７
年で１万７,４１０人、免許保有者のわずか１％にも満たない状況であり、免許返納は進ん
でいない。警察庁の調査によると、高齢運転免許保有者の８５％が返納しない意向である。
その理由の約８割が「普通に運転できるので返納しない」となっており、次いで「運転能
力が低下していない」、「他に交通機関がなく不便」等が挙げられている。 
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（財）東京都老人研究所によると、加齢とともに動体視力は確実に

低下する。時速６０ｋｍで走行する乗用車から、案内標識を読む実験を行ったところ、３０歳代

では平均１２０メートル手前から標識を読むことができたが、７０歳代では平均６０メートルま

で接近しないと読むことができない。 
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※ ６０メートル手前まで
標識が読めない。 

【高齢者運転免許保有数】

平成１７年 

・全国  977万人 

・東京  67万人 

(全国の 6.9％) 



２ 高齢運転者の死亡事故増加 
 免許保有者１０万人当たりの死亡事故件数の推移を、第一当事者（過失が最も重い者、
又は過失が同程度なら被害が最も軽い者）の年齢層別に比較すると、７５歳以上の高齢運
転者は全年齢層と比べて高く推移している。また、近年、全年齢層の死亡事故件数が減少
傾向にある中で、平成１７年には、７０歳以上・７５歳以上の高齢運転者による死亡事故
件数が増加している（図２）。 
 図２ 原付以上運転者（第一当事者）の年齢層別免許保有者１０万人当たり死亡事故件数の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成１７年の死亡事故件数を年齢層別に比較すると、７５歳以上の高齢運転者は、免許
取得可能となる１６歳から２４歳の若年者よりも多い結果となっている（図３）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
警察庁によると、高齢運転者
による事故の特徴として、出
会い頭や一時不停止による事
故、また正面衝突や交通区分
違反による事故等の割合が多
くなっている。 
同庁では、６５歳以上の運転
者の約３割について、加齢に
伴う記憶力・判断力等の認知
機能の低下があると推計して
いる。 

 

平成１８年１１月９日、千葉県君津市の男性（８ ５歳）の

軽トラックが京葉道路を逆走し、大型ダンプ（１０ｔ）と正

面衝突した。軽トラックの男性は頭を強く打って即死し、ダ

ンプカーの運転手が軽傷を負う事故が起きた。 

※毎日新聞（１８.１１.３０） 
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図３ 免許保有者１万人当たりの死亡事故件数（平成１７年） 
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加齢とともに、死亡事故は多くなる。 
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道路逆走
正面衝突

【交通事故件数】 

平成 17年 

・全国 98,550件 

・東京 6,761件 

(全国の 6.9％) 

※死亡に限らない高

齢運転者(65歳以上)

高齢者の死亡事故は

増加している。 
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３ 国等の取組 
（１）国の取組 
 警察庁は、認知機能が低下している者を把握し、運転者の自覚に基づく安全教育を行う
ため、認知症の専門家らによる「認知機能検査の開発のための委員会」（以下、「専門委員
会」という）で、イラストや連想記憶など 
による認知機能検査の方法等を開発した。 
専門委員会は、平成１８年６月から７月に 
か け 、６９歳以上の免許保有者約
４,０００人を対象に、試験的に認知機能
検査を実施し、認知機能の低下がある者の
割合や運転の特徴などが明らかになった
（表２図４）。その結果を踏まえて、警察庁
は高齢運転者に係る検査の導入等につい
て、学識経験者や自動車評論家による「運
転免許制度に関する懇談会」（以下、「懇談
会」という）へ諮問する等、認知機能検査
の導入に向けて検討を行っている（表１）。 
 
 
 
 
 
 

図４ 認知機能が低下している者の運転の特徴 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・H18.2月： 警察庁に「専門委員会」設置、

認知機能の検査方法検討開始。

・H18.3.14：内閣府中央交通安全対策会議

「第８次交通安全基本計画」 

①高齢運転者適性検査の実施方法検討 

②運転免許取消等の行政処分、を掲げる

・H18.6～7月：「専門委員会」が、試験的

に認知機能検査を実施。 

・H18.10.18： 警察庁が「懇談会」へ諮問。

・H18.11.30：「懇談会」が認知機能検査の

導入等について提言。 

・H18.12.29： 警察庁がパブリックコメン

ト募集（19.1.28まで）。 

※ 表中の割増数値は、認知機能低下の疑いある者及び認知症の疑いある者について、

認知機能が正常な者に対して問題発生の多い割合。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１信号無視 

赤信号で、車体の全部又

は一部が停止線を超え

る。 

・認知機能低下 ２割増 

・認知症  １３割増 

２一時不停止 

道路標識の一時停止場所で、

停止線の手前で減速しない

まま通過する。 

・認知機能低下 ３割増 

・認知症    ８割増 

３運転操作不適 

注意を向けた方向にハンドルも

向けてしまうなど不適切な運転

操作のため、蛇行したり、フラつ

いたりする。 

・認知機能低下 ３割増 

・認知症    ４割増

４進路変更 

進路変更の合図を 

しない。 

・認知機能低下３割増 

・認知症  ４割増 

 

※検査対象：６９歳以上、約 4000人。 

①認知症の疑いある者が２.５％。 

②認知機能が低下している疑いある者が２３.７％。 

③７５歳以上では、３人に１人が認知症か認知機能低下の疑いがある。 

表１ 認知機能検査の導入に向けた検討経過 

表２ 認知機能が低下している者等の割合



警察庁は、懇談会が出した提言を受けて、７５歳以
上の高齢運転者に認知機能検査を義務付ける方針であ
り、具体的な実施方法の検討に入っている（表３）。 
現在、法改正に係るパブリックコメントを募集して
おり(H18.12.29～H19.1.28)、今後、平成１９年の通常
国会へ向けて道路交通法の一部改正法案を提出し、平
成２０年秋の実施を目指している。 
表３ 高齢運転者に係る記憶力、判断力等に係る検査の導入等についての提言（概要） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）自治体その他の取組 
 高齢運転者による交通事故を減らすため、都道府県公安委員会が交付する「運転経歴証
明書」等の確認により交通機関を割引で利用可能とするなど、「免許返納制度」に様々な特
典を付けて、高齢者の運転免許返納を促す自治体等も現れている。※産経新聞(H18.12.7)
高知県土佐清水市 平成 17年 7月より、市内商店街１８店舗で 

の買物が１割引。 

富山県富山市 平成 18年 4月より、路線バスや電車を利用 

できる約２万円分の乗車券を支給。運転免許 

の身分証明代わりとして、住民基本台帳カー 

ドや運転経歴証明書などの取得費も支給。 

埼玉県羽生市 平成 18年 10月より、タクシー会社が地元 

警察と協力して、タクシー運賃が１割引。 

４ 今後の課題  
高齢者の自動車運転事故を減らすためには、認知機能に問題のある運転者をきちんと見

分け、免許不更新など必要な措置を取る必要がある。一方では、地域によって車が無けれ
ば生活できない高齢者もいるため、免許返納等を行った高齢者の生活環境に配慮しつつ、
自治体や地域の取組として検討を進めることが求められる。 
 

●免許制度の見直しが必要である。 

●認知機能検査対象年齢案の考え方。 

対象年齢案 考 え 方 

６０歳以上 より多くの運転者が認識するよう、機能低下する前の年齢を対象とする。 

７０歳以上 現在の高齢者講習の対象年齢である７０歳以上の者全てを対象とする。 

７５歳以上 事故件数等が多く、検査を実施する必要性が高い。免許制度に初めて導入す

るに当たっては、必要性の高い年齢層を対象とする。 

  ※現在の高齢者講習では、７０歳以上の者に免許更新前の「安全運転知識講座や運転適正検

査機材による診断、実技講習による運転行動の診断・指導」の受講を義務付けている。 

●高齢運転者標識（もみじマーク）の義務付けを含めて、表示促進を図るべきである。 

【法改正に向けた警察庁の主な検討内容】※時事通信（１８.１１.３０）より作成 

●７５歳以上を対象として認知機能検査を導入する。 

●検査の結果を３区分に分類する。 

第一分類 認知症の恐れ 第二分類 認知機能低下の恐れ 第三分類 機能低下の恐れ無し

第一、第二分類の運転者にはきめ細やかな安全教育を実施する。 

第一分類のうち過去に事故や違反がある場合は医師の適性検査を義務付け、認知症と診断された

場合は免許取消しとする。（※75歳未満でも希望者は受検可能。） 

内閣府「交通安全に関する特別世論

調査」によると、高齢運転者の認知機

能検査について、８割の人々が高齢者

認知機能検査の導入を支持している。

（調査対象：全国の成人男女 3,000

人、調査期間：平成 18年 10月 5日

～15日）※時事通信（H18.11.16）


